
「災害時協力井戸支援事業」の流れ

①登録申出

②登録決定通知

登録の手続き

①補助金交付申請（見積書添付）

②交付決定通知（④の書式同封）

交付の手続き

③事業実施（水質検査）

④実績報告（検査結果・領収書添付）

⑤確定通知（⑥の請求書同封）

⑦請求

⑧支払い

※□で囲まれたものは藤枝市からの通知や動きになります。

検査結果：不適合検査結果：適合

③災害時協力井戸指定標識の設置
および

設置したことを確認できる写真の提出

※毎年度末に、井戸の写真を添付した
災害時協力井戸管理報告書（第４号
様式）を提出いただきます。

※修繕が必要な場合は変更申請

変更承認書

事業実施（修繕）

応募の手続き

①登録応募

②選考結果

落選 登録候補 選定


